
�東京ドキュメンタリー映画祭 2018	 作品募集 
 
 

【締切】2018年 02月 28日 (水) 消印有効  
 
「長編コンペティション」60分以上の作品 
「短篇・中編コンペティション」5分以上、60分以内の作品 
 
�各部門、１人＝１作品まで 
�応募された入選作 10〜30本前後を、東京都内のホールまたは劇場で上映予定 
 
 
【募集内容】  
次の応募条件を満たすものであれば、誰でも応募できるものとする 
 
・2016年 4月 1日以降に完成した作品であること 
・作品に使用した映像、写真、音楽などの著作権について必要な手続きを済ませること 
・製作者がドキュメンタリーを意図した作品であること 
・作品のフォーマットは問わないが、フィルム、ビデオ、デジタルなどで上映可能なもの 
・テレビ番組の場合は、１〜２回の上映に必要な上映権を持つもの 
・海外作品や日本語以外の言語で製作された作品は、必ず日本語または英語の字幕をつけること 
・DVDで応募する場合はリージョンコード２、またはリージョンフリーにすること 
 
 
【提出物】 
・ メール 
	 作品タイトル、分数、監督名、提出者の名前、住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、下記まで

メールして下さい。受領後、エントリー番号をメールでお知らせします。	  
 
	 ドキュメンタリーneoneo編集室内	  
	 映画祭事務局	 neoneo.mag@gmail.com 
 
・動画へのオンラインリンク、または DVD／ブルーレイ 
	 上記のメールと一緒に、動画へのリンク（youtubeや Vimeoのアドレス）を貼ってください。または、下
記の映画祭事務局まで DVD／ブルーレイを郵送して下さい（メールやオンライン・ストレージによる動画
ファイルの送信はご遠慮下さい）。 
 
	 〒170-0001	 東京都豊島区西巣鴨 4-15-8-506	  
	 ドキュメンタリーマガジン neoneo編集室 
 
【参加資格】 不問。年齢、国籍、性別、個人、グループ、プロ・アマを問わず。 
 
【参加費・出品料】 無料  
 
【著作権の扱い】 主催者にお問い合わせください  
 
【主催】 ドキュメンタリーマガジン neoneo編集室 
 
【問合先】 
〒170-0001	 東京都豊島区西巣鴨 4-15-8-506 
ドキュメンタリーマガジン neoneo編集室 
東京ドキュメンタリー映画祭 2018事務局 
メール: neoneo.mag@gmail.com 

 
 
 
====================================== 



 
◎選考と発表について 

【選考について】 
・応募作品の選考は「東京ドキュメンタリー映画祭 2018 事務局」の選考会において行います。 
・応募作品の中から「短篇・中編」部門、「長編」部門のコンペティションの入選作品を選考します。 
・各部門の入選作品の中から「グランプリ」「審査員賞」その他の作品を映画祭期間中に選考します。 
  
【上映・発表・表彰について】 
・「入賞作品」は、「東京ドキュメンタリー映画祭 2018」（2018 年 7 月～8 月に開催予定）において上映
します。 
 
【賞および特典】 
・ 各部門の「グランプリ」「審査員賞」に賞金と記念品を授与します。 
・映画祭期間中に、入選作品の監督やスタッフを招いたティーチインやイベントを開催予定です。 

 

===================================== 

�規約・注意事項 

 
1. 開催期間	 2018年（平成 30年）7月〜8月を予定とする。 

2. 募集プログラム	 長編コンペティション、短篇コンペティションの上映作品を募集する。応募者は
希望する部門を 1つ選ぶものとする。 

3. 応募作品  

（1）出品料	 無料とする。 

（2）提出   
ア . オンラインリンク、または DVD／ブルーレイ 
イ . 必要事項（メール提出） 

（3）送料・事故責任	 応募作品の主催者側までの輸送に関する経費は応募者の負担とする。また、
応募作品の映画祭事務局受領時までの紛失、破損などの事故に関しては、主催者側は責任を負わな

い。 

（4）応募作品の返却	 応募作品は返却しない。 

（5）応募先  

〒170-0001	 東京都豊島区西巣鴨 4-15-8-506 
ドキュメンタリーマガジン neoneo編集室 
東京ドキュメンタリー映画祭 2018事務局 
メール: neoneo.mag@gmail.com 

（6）応募上の注意	 応募にあたっては、作品に使用した著作権について必要な手続きを済ませる
こととする。万一、第三者から権利侵害、損害賠償などの請求がなされた時は、応募者は自らの責

任と負担で対処するものとし、主催者は一切の責任を負わない。 

4. 上映プログラム  	 出品作品に関しては、主催者側の判断によって上映プログラムを決定する。 

5. インターネット  	 メールに記載された作品情報は、同意の上、本映画祭サイトなどで公開する。 

6. 効力  	 本映画祭に応募・出品することは、この規約の承認と遵守を意味する。 
 

 


